
１　総括

(1)人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

（注）２　職員数は平成26年4月1日現在の人数である。　

(3) ラスパイレス指数の状況（各年4月１日現在）

（注）１  全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験
　　　　年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
      ２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとし
　　　 た場合の値である。

給　 料

千円

329,880

職員手当

千円

46,866

千円

123,505

　計　　Ｂ

千円

500,251

（参考）一人
当たり給与費
Ｂ／Ａ

千円　

5,558

期末・勤勉手当

（参考）類似団体平均

平均一人当たり給与費

千円

5,650
26年度

90

人　

区    分

人

26年度

職員数

5,228

Ａ

給与費

％％千円

855,563 11.0 11.8

人 件 費 率

千円

実 質 収 支

千円

H25年度の人件費率

7,753,106 52,063

飯南町の給与・定員管理等について

Ｂ／Ａ
区　　分

（参考）人 件 費

　　　　　　Ｂ

歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口
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H25.4.1

103.2 

H25.4.1
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（4）給与改定の状況
　①月例給

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比
較した平均給与月額である。
　※　人事委員会を設置していないため記載無し。

　②特別給（期末・勤勉手当）

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数
」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。
　※　人事委員会を設置していないため記載無し。

（5）給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合
の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し
　国と同様に見直しを実施（平成28年4月1日実施）
②地域手当の見直し
　国と同様に見直しを実施（平成28年4月1日実施）
③その他の見直し内容
　管理職特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施（平成28年1月1日）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成27年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

＜参考＞

歳 円

歳 円

※民間データは賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成24年～26年の3ヵ年平均）

※技能労務職の職種と民間の類似職種は、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※平均給与の数値は全国の平均数値である。

国 の 年 間
支 給 月 数

月 ％
4.20

割合　Ａ 支給月数　Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数）
月 月 月 月

国 の 改 定 率

％
0.36

（参考）

区　　分
人事委員会の勧告

年間支給月数
（参考）

民間の支給

区　　分 給 与 改 定 率

円 円 円
Ａ

公務員給与

％％
（　　％）

人事委員会の勧告

平 均 年 齢

較 差
Ａ－Ｂ （改定率）

飯南町 53.1

49.8類似団体

島根県

50.2

調理士

民間の類似職種

328,318

41.7

平均年齢

212,800

283,748

289,141

民間給与

公務員の 較 差 勧 告

飯南町 41.1

平均給与月額

Ｂ
勧 告

区　　分

区　　分

島根県 44.2

平 均 年 齢

42.0類似団体

国

国

54.6用務員

59.1

平均給料月額

310,369

311,976

335,285

43.5

348,022

200,300

平均給与月額

（国ベース）

394,776 394,030

平均給与月額

平均給料月額

273,169

410,003

―334,283

421,216

（国ベース）

408,996

364,104

297,250

360,848

平均給与月額

380,502

361,376

387,814

339,712

平均給与月額

360,059

―
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　　　　③薬剤師・医療技術職（医療職（二））

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　③看護・保健職（医療職（三））

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成27年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当

　　　　　等のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされ

　　　　　ているものである。

　　　　　たものである。　　

(2) 職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）

円

円

円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

技能労務職 円 円 円 円

（注）当該階層の職員が３人以下のため近似の階層を含めた平均額である。なお、近似の階層にも

   　該当がない場合は－印で示している。

269,050

―

―

349,300

324,183

　　　― 341,200341,200

経験年数25年 経験年数30年

379,700

400,150

379,700

411,850

円

大　学　卒

高　校　卒

経験年数20年

337,483

高　校　卒

区　　　分 経験年数10年

区　　分

類似団体

平 均 年 齢

国 46.7

一般行政職

飯南町 41.3

43.1

大　学　卒

区　　分

高　校　卒

類似団体

国

飯南町

区　　分

322,175

平均給与月額
平均給与月額

技能労務職

174,200

平 均 年 齢

45.4

37.8

310,571

円

            また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特

島根県飯南町

139,500

346,447

310,142

円
148,746

142,100

326,006

173,903

297,947

（国ベース）

―

平均給料月額

305,110

316,503

（国ベース）
平均給料月額

358,946

―

141,858

350,948

323,310

平均給与月額

174,200

円

円

―

平均給与月額

　　　　　殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算し　　　

国

一般行政職

高　校　卒

353,942

142,100
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
(1)一般行政職の級別職員数の状況（平成27年4月1日現在）

区　　分

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　飯南町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

(2)昇給への勤務成績の反映状況

「飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」に基づいて決定している。

13

1　　級

2　　級

3　　級

4　　級

5　　級

6　　級

職員数

7

4

11

30

10

構成比

9.3

5.3

14.7

40.0

13.3

17.3

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

137,600

187,700

223,900

315,800

244,900

301,900

378,700

390,700

258,300

285,000

407,900

標準的な職務内容

主事又は保育士の職務

主任主事又は知識と経験を有する保育士の職務

主任又は相当な知識と経験を有する保育士の職務

主幹又は主任保育士の職務

主査、課長補佐又は保育所長の職務

参事、課長、会計管理者、議会事務局長、室長、福祉
事務所長、病院事務長、教育次長又は総括監の職務

347,700

１級

9.3%
１級

6.1%

１級

7.0%

２級

5.3%

２級

7.6%

２級

3.0%

３級

14.7% ３級

9.1%

３級

26.0%

４級

40.0%
４級

47.0%

４級

34.0%

５級

13.3%
５級

12.1%

５級

12.0%

６級

17.3%
６級

18.2%

６級

18.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成27年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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４　職員の手当の状況

(1)期末手当・勤勉手当

―

1,374 千円 千円　

（平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合）

　　期末手当　　　　勤勉手当

2.55月分

（1.35）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　5～10%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況

「飯南町職員の給与の支給に関する規則」に基づいて支給している。

(2)退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率）　　  　　自己都合　　　勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 月分勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 月分勤続３５年 月分

最高限度額 月分 月分最高限度額 月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 （2％～45％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3)地域手当（平成27年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

20 1 18

20.445

29.145

41.325

49.590

東京都（特別区）

25.5563

34.5825

49.59

期末手当　　　　　勤勉手当

飯南町

（1.45）月分

・役職加算　　5～20％

25.556

49.59

1,512

・役職加算　　5～20％

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　（0.7）月分

20.445

29.145

41.325

49.590

49.59

49.59

国

34.583

島根県

2.40月分

支給対象地域・職種

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

15,430

支給率

（支給率）　　 　自己都合　　　勧奨・定年

月分

16 6医師・歯科医師 15

支給実績（平成26年度決算） 5,938

定年前早期退職特例措置

848,223

支給対象職員数 国の制度（支給率）

月分

1人当たり平均支給額（平成26年度）

月分

月分

期末手当　　　　　勤勉手当

1人当たり平均支給額（平成26年度）

月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.45月分

飯南町

・管理職加算　10～25％

1.40

（1.25）月分 （0.75）月分

・管理職加算　15～25％

国

1.50月分2.60月分

（0.70）月分
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(4)特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

千円

　円

　％

放射線取扱手当 病院診療放射線技師 放射線取扱業務

夜間看護手当 病院看護師 夜間看護業務

待機手当 医師、臨床検査技師、

診療放射線技師等

町税等税務手当 徴税事務職員 徴税業務

防疫等作業手当 防疫等作業従事職員 防疫等作業

研究研修手当 医師、歯科医師 研究研修

診療手当 医師、歯科医師 診療業務

選挙事務手当 選挙事務従事職員 選挙事務

(5)時間外勤務手当

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する債の職員数は、「支給実績（　　年度決算）」と同じ年度の4月1日現

在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時

間勤務職員を含む。

(6)その他の手当（平成27年4月1日現在）

国の制度

手　当　名

扶養手当 円

　

住居手当 円

通勤手当 円

管理職手当 円

初任給調整手当 円

夜間勤務手当 円千円

15,185

10,725

-

区分、距離が

手当の種類（手当数）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

異なる内容

同じ

配偶者がいない職員の場合の 扶養親族のうち１人

支給実績（平成26年度決算）

千円-

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度）

との異同

支給実績（平成26年度決算）

同じ

同じ -

182,167

259,920

71.5

主な支給対象職員

3,796,300

218,248

正規の勤務時間として午後10時から
翌日の午前5時まで勤務した時支給
夜間勤務時間数×勤務1時間あたりの給与×
25/100

異なる

　　2,000円～25,000円

5,456

-

-

16～22歳の子１人について 加算する額5,000円

（医師は、51,400円～55,100円）

異なる

　　　（家賃-23,000円）×1/2+11,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,000円

給料表、職務の級に応じ　19,700～33,200円　

　②月額23,000円を超え、55,000円未満の場合

医師、歯科医師に支給

同じ

　①月額23,000円以下の場合　家賃-12,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

借家居住者

内容及び支給単価

配偶者　　　　　　　　　　　　　　13.000円

配偶者以外の扶養親族　　6,500円

主な支給対象業務手当の名称

同じ

　③月額55,000円以上の場合　　27,000円

2km以上通勤する職員（最大25kmまで）支給

自家用車等利用者　

国の制度と

22,131

212,798

16,002

千円

135,610

（平成26年度決算）

千円

千円

従事１日につき　500円以内

午前8時30分～午前8時30分　2,400円

2,339

緊急医療業務対応のため待機
した場合

15,120

従事１日につき　500円以内

平均支給年額（平成26度決算）

支給職員１人当たり

8

335,146

千円

千円

円

支給実績

180,432

投票事務従事　　　12,500円

開票事務１時間　   3,000円

4,511

左記職員に対する支給単価

月額　       　 2,000円

勤務時間が深夜の全部を含む

勤務１回につき　　6,800円

月額　　50,000円　　　　　　　　

月額　　　　　40万円以内

午後5時15分～午前8時30分　1,500円
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６　特別職の報酬等の状況（平成27年4月1日現在）

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

月分

月分

７　職員数の状況

(1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年4月1日現在）

人 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

主な増減理由

諸業務の増大のため

職員減のため

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　　169.11　人
（類似団体の人口１万人当たり職員数　150.95　人）

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　　152.38　人
（類似団体の人口１万人当たり職員数　125.10　人）

0

0

0

0 ＜参考＞

人口１万人当たり職員数　275.04　人

▲ 1

0

0

0

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

教育部門

計

小　計

1

1

町 長

議 員

2.95

29

4

22

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

246,000　　円

議 員

620,000円×300/100

10

2

6

172,000

143,000

730,000円×500/100

7

870,000

81

病　　　院

水　　　道

給　　　　　料　　　　　月　　　　　額　　　　　等区 分

下水道

（参考）類似団体における最高／最低額

合　　計

（730,000　　円）

職員数

平成27年

退
職
手
当

税　　　務

副 議 長

議 長

　（支給時期）

2.95

1

31

（注）報酬の（　）は減額措置を行う前の金額である。

農林土木

議　　　会

民　　　生

商     工

4

558,000

263,000

(在任期間ごと）

副 町 長期
末
手
当

報
酬

副 議 長

　　（平成26年度支給割合）

(在任期間ごと）

363,200

672,100

報
酬

（620,000　　円）

220,000

620,500

平成26年

　　（平成26年度支給割合）

10

2

57

148

57

285,000

　　（算定方式）

405,600

298,000　　円

土　　 木

7

10

364,000

2

6

議 長

町 長

衛　　　生

総　　　務

町 長

副 町 長

21

205,000　　円

副 町 長

公
営
企
業
等

その他

小　計

1

4

91

50

2

1

91

9

4

148

 [  196  ］  [  196  ］

対前年
増減数

0

2

0

▲ 1

50

82

0

0

0

0 保育士減のため

7



(2)年齢別職員構成の状況（平成27年4月1日現在）

　

（3）職員数の推移

（単位：人・％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

一般行政

28歳

～ ～

20歳

9193

Ｈ25年 Ｈ26年Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年

区　分

Ｈ27年

32歳24歳

～

総合計

過去５年間
の増減数（率）

▲ 4

▲ 2

▲ 6

0

▲ 6

▲ 18

▲ 6.2普通会計計

▲ 4.7

60歳

～

43歳31歳

148

9

91

～

44歳40歳

0.0

▲ 3.9

57

4

56歳

148
人

以上

人

55歳

52歳

18
人人

9

59歳

計

36歳

～ ～

20歳

47歳

～

51歳

～

48歳

人

82

人 人
26

区分

16123

85

人

148150152

58

84

10

97

部門

57

83

57 57

10 10

81

教　　育

153

94

11

5

154

57

96

86

11

13 26

公営企業等会計計

人人
職員数

16

～

人

27歳未満

人 人

35歳23歳 39歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

20

歳

未

満

20

｜

23

歳

24

｜

27

歳

28

｜

31

歳

32

｜

35

歳

36

｜

39

歳

40

｜

43

歳

44

｜

47

歳

48

｜

51

歳

52

｜

55

歳

56

｜

59

歳

60

歳

以

上

構成比

５年前の構成比
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